
鈴鹿市生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年１２月２４日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第３６号 

鈴鹿市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

鈴鹿市生活保護法施行細則（平成１３年鈴鹿市規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

第１号様式を次のように改める。



第１号様式（第２条関係） 

面接記録票 
 

          
          

 

面 接 場 所 等  

面 接 日 時  面 接 員 １   

受 付 番 号   面 接 員 ２   

要 保 護 者   住 所  

氏 名  電 話 番 号   
来 訪 者 住 所  

氏 名  電 話 番 号   

関 係  
世 帯 構 成   続柄 氏名 性 別  生年月日 年齢 備考 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

保 護 歴 □有  □無 前回廃止時からの期間：（前回廃止年月：              ） 

急 迫 状 態  
の 判 断 

預 貯 金 ・ 現 金 等 の 保 有 状 況  

ラ イ フ ラ イ ン の 停 止 ・ 滞 納 状 況    

国 民 健 康 保 険 等 の 滞 納 状 況  

家 賃 の 滞 納 状 況  

相 談 理 由   
 

 

 
面 接 内 容   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



他 

法 

年金 （加入・受給中）     
区 分      
月 額 円 円 円 円 円 

区 分      
月 額 円 円 円 円 円 

手当 （手続・受給中）     
種 類      
月 額 円 円 円 円 円 

種 類      
月 額 円 円 円 円 円 

医 療 保 険  国保 ・ 後 期 高 齢 ・ 社 会 保 険 ・ その他（               ） 

その他 （ ） 介護保険・障碍者手帳・自立支援医療 

住 居 自家・借家・借間・同居・借地・公営・他 家賃・間代 円 地 代

 

 

資 

産 

     
     
     
     

負 

債 

     
     
     
     

扶 

養 

義 

務 

者 

氏 名 住 所 電 話 番 号 

   
   
   
   
   

制度の説明 実 施 （ 保 護 の し お り 等 ： 配 布 ・ 未 配 布 ）・ 未 実 施  

供覧・決裁  

面 

接 

の 

結 

果 

 
 

 

 

 

 

 

交付書類□保護申請書      □収入申告書 □資産申告書     □同意書     □確認書 

□家賃･間代･地代証明書 □給与証明書 □求職活動状況報告書 □葬祭扶助申請書 □その他 
申 請 意 思  有 ・ 無 

面 

接 

員 

の 

所 

見 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急処理の必要性 有 無 

 



第３号様式を次のように改める。 



第３号様式（第２条関係） 

保 護 決 定 調 書              
地 区 名 ケ ー ス 番 号 世 帯 主 名 支 払 方 法 異 動 内 容  適 用 年 月 日 

      

申 請 受 理 簿  番号登載簿  金品支給台帳  統 計 資 料  医   療  

起 案 年 月 日  決 裁 年 月 日  発 送 年 月 日  

決 

裁 

所  長 課  長 Ｇ Ｌ 指導員 担当印       

           

保 護 決 定 伺 
調書 のと おり 決定 し例 文に より 通知 して よろ しい か。  

開 廃 等 の 理 由        ・通 知 案 

 

最 低 生 活 費 認 定 欄              

NO 名   前 性 別 年 齢 
基   準 

第 一 類 費 加    算 加 算 額 計 学 年 
基 準 額 

（ 学 級 費 含 ） 
授 業 料 給 食 費 通 学 費 給 付 金 

生 活 級 地 冬 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
生 活 基 準 

（調整額） 
加 算 額 計 

二 類 居 宅 

（調整額） 

二 類 別 居 

（ 調整 額） 

冬 季 居 宅 

（調整額） 

冬 季 別 居 

（調整額）  

期末居宅 

期末別居  

生活費計 

 

 

 

加  算  (  再  掲  ) 

 介護保険 特  例 母子経過 児童経過 

              

 

収 入 充 当 内 訳 欄              

NO 名 前 
収入金額 

(１) 

収入金額 

(２) 

収入金額 

(３) 

収入金額 

(４) 

収入金額 

(５) 
手持金 

⒛
未
満 

新 

規 

実費控除 特別徴収額 基礎控除 他控除 認定額 

               

               

               

               

               

      

扶 助 額 決 定 欄              

種類 最低生活費 収入充当額 扶  助  額  

生活    

 

一時扶助内訳 

（再掲） 

生活 住宅 教育 介護 医療 出産 生業 葬祭  

住宅    
  

 
   

 
 

 

教育     学習支援費     

生業     

 一時扶助継続認定額  
合計    

 
一時    

 

 

種類 生  活 住  宅 教  育 生  業 一  時 合  計 本人支払 

 

収入充当合計 本人支払充当 施設事務費 事務費追給 

 
 月分支給額            

月分支給額            

月分支給額            

 



第５号様式を次のように改める。



第５号様式（第２条関係） 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



第１１号様式及び第１１号の２様式を次のように改める。



第１１号様式（第３条関係） 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

生活保護法による保護申請書  

現在住んでいるところ 現在のところに住み始めた時期 

年 月 日 

※福祉事

務所受付

年月日 

家
族
の
状
況 

人員 氏 名 個 人 番 号   続 柄 性別 年齢 生 年 月 日 学 歴   職 業   健 康 状 態    

1 
  

世帯主 
      

2 
         

3 
         ※町村役 

場受付年

 

4 
         

5 
         

6 
          

7 
         

8 
         

家族のうち別のところに住

んでいる者があるときはそ

の名前と住んでいるところ 

  

資産の状況（別添１） 収入の状況（別添２） 関係先照会への同意（別添３） 
 

る
者
の
状
況 

援
助
を
し
て
く
れ 

世 帯 主 又 は  

家族との関係 
氏 名 住 所 

今まで受けた援助 
及び将来の見込 

 

    

    

     

保護を申請する理由（具体的に記入して下さい。） 

上記のとおり相違ないので、生活保護法による保護を申請します。 

 

年 月 日 
住所 
氏名 

保護を受けようとする者との関係 

（               ） 

（記入上の注意） 
１ ※印欄には記入しないでください。  
２ 申請者と保護を受けようとする者が異なる場合には、別添の書類は保護を受けようとする

者に記入してもらってください。  
３ 不実の申請をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第８５条又は刑法の規定によって

処罰されることがあり ます。  
（注） この申請書は開始、変更いずれの場合にも用いるものとし、変更申請の場合は、変更に

係る事項を記入させ、別添１から３のうち必要なものを添付させること。  

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



（別添１） 

 

（ 表面）  

資産申告書  

年   月   日   

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

住所 

氏名 

現在の私の世帯の資産の保有状況は、下記のとおり相違ありません。 

１ 不動産 

 延 面 積  所 有 者 氏 名  所 在 地 抵当権 

土 

地 

(１)宅 地 
有
・ 

無 

   有
・
無 

(２)田 畑 
有
・
無 

   有
・
無 

(３)山 林 

その他 

有
・
無 

   有
・
無 

建 

物 

(１) 

居 
住 
用 

 
持   家 

借家・借間 

いずれかを 

○で囲んで 

下さい。 

延 面 積  所 有 者 氏 名  所 在 地 抵当権 

   

 

 

 

  

有
・ 

無 

(２)その他 

有
・ 

無 

   有
・
無 

２  現金・預貯金、有価証券等 

現 金 
有
・ 
無 

円 

預 貯 金 
有
・ 

無 

預 金 先 口 座 番 号 口 座 氏 名 預 貯 金 額 

    

    

    

    

    

有  価  証 券 
有
・ 

無 

種 類 額 面 評 価 概 算 額  

   

（記入に当たっては、裏面の記入上の注意をよくお読みください。） 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



（裏面） 

  契 約 先 契 約 金 保 険 料 

生  命  保 険 
有
・
無 

   

そ の 他 の 保 険  
有
・ 

無 

   

３ その他の資産 

自 動 車 

（自動二輪・原
動機付き自転車

を含む。） 

有
・ 

無 

使 用 状 況  

 

所 有 者 氏 名  車 種 排 気 量 年 式 

使  用 

未 使 用 

    

貴 金 属 
有
・ 

無 

品 名 

そ  の  他 

高 価 な も の  

有･
 

無 

 

４ 負債（借金） 

有 ・ 無 金額 借入先 

 

 

（記入上の注意） 
１ この申告書は、保護を受けようとする者及び現在受けている者が記入してくださ

い。 
２ 資産の種類ごとにその有無について○で囲んで下さい。土地については、借地等

の場合も記入してください。 
３ 有を○で囲んだ資産については、次に従って記入してください。 

(１) 同じ種類の資産を複数所有している場合は、その全てを記入してください。 
(２) 有価証券は、例えば「株券、国債」等と記入し、その評価概算額は、現在売

却した場合のおおよその金額を記入してください。 
(３) 貴金属は、例えば「ダイヤの指輪」等と記入してください。 

４ 書ききれない場合は、余白に記入し、又は別紙に記入の上添付してください。 
５ 不実の申告をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第８５条又は刑法の規定

によって処罰されることがあります。 
６ 資産のうち、証明書等の取れるもの（例えば預貯金通帳の写し、保険証書の写し

等）は、この申告書に必ず添付してください。 

 



（別添２） 
 

（ 表面）  

収入申告書  

年   月   日   

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

住所 

氏名 

私の世帯の総収入は、下記のとおり相違ありません。 

１ 働いて得た収入 

働いている
者の名前  

仕事の内容 

勤め先(会社名)等 

区 分 当月分 
（見込額） 

前 ３ か 月 分 

( ) 月分  ( ) 月分  ( ) 月分  

  収 入     
必要経費①     
就労日数     

  収 入     
必要経費②     
就労日数     

  収 入     
必要経費③     
就労日数     

必要経費  

（前月分） 
の主な内容 

① 

② 

③ 

２ 恩給・年金等による収入（受けているものを○で囲んでください。） 

 種 別 収 入 額 
 
 有

・ 

無 
国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、児童扶養手当、 
特別児童扶養手当、雇用保険、傷病手当金 
年金生活者支援給付金、 
その他（ ） 

月額 
年額 

円 
円 

有
・ 

無 

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、児童扶養手当、 
特別児童扶養手当、雇用保険、傷病手当金 
年金生活者支援給付金、 
その他（ ） 

月額 
年額 

円 
円 

有
・ 

無 

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、児童扶養手当、 
特別児童扶養手当、雇用保険、傷病手当金 
年金生活者支援給付金、 
その他（ ） 

月額
年額 

円 
円 

３ 仕送りによる収入（前３か月間の合計を記入してください。） 

有
・ 

無 

 内 容 仕 送 り し た 者 の 氏 名  

仕送りによる収入 円  

現 物 に よ る 収 入  

米、野菜、魚介、肉、その他 

（もらったものを○で囲んでください。） 

Ｋｇ 

 

（記入に当たっては、裏面の記入上の注意をよくお読みください。） 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



（裏面） 

４ その他の収入（前３か月間の合計を記入してください。） 

有
・ 

無 

 
内 容 収  入  

生命保険等の給付金  円 

財 産 収 入  
（ 土 地 、 家 屋 等 の

賃 貸 料 等 ）  
 円 

そ の 他  
 

円 

５ その他将来において見込みのある収入（上記１～４に記入したものを除く。） 

有
・ 

無 

内 容 収 入 見 込 額  

 
円 

６ 働いて得た収入がない者(義務教育終了前の者は、記入する必要はありません。) 

氏 名 働 い て 得 た 収 入 の な い 理 由 

  

  

  

  

（記入上の注意） 
(１) この申告書は、保護を受けようとする者が記入してください。 
(２) 「１ 働いて得た収入」は、給与、日雇、内職、農業、事業等による収入

の種類ごとに記入してください。 
(３) 農業収入については、前１年間の総収入のみを当月分の欄に記入してくだ

さい。 
(４) 必要経費欄には収入を得るために必要な交通費、材料代、仕入代、社会保

険料等の経費の総額を記入してください。 
(５) ２～５の収入は、その有無について○で囲んで下さい。有を○で囲んだ収

入については、その右欄にも記入してください。 
(６) 書ききれない場合は、余白に記入し、又は別紙に記入の上添付してくださ

い。 
(７) 収入のうち、証明書等の取れるもの(例えば勤務先の給与証明書等、各種保

険支払通知書等）は、この申告書に必ず添付してください。 
(８) 不実の申告をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第８５条又は刑法

の規定によって処罰されることがあります。 

 



（別添３） 
 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

同意書 

 

生活保護法(以下「法」という。)による保護の決定若しくは実施又は法第７７条若しくは第
７８条の規定の施行のために必要があるときは、私及び私の世帯員（以下「私等」という。）
の以下に掲げる事項につき、貴福祉事務所が官公署、日本年金機構若しくは共済組合等（以下
「官公署等」という。）に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信
託会社、私等の雇主、その他の関係人（以下「銀行等」という。）に報告を求めることに同意
します。 

また、貴福祉事務所の調査又は報告要求に対し、官公署等又は銀行等が報告することについ
て、私等が同意している旨を官公署等又は銀行等に伝えて構いません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 保護廃止後は、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護

の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



第１１号の２様式（第３条関係） 

 
 

 

保護変更申請書（傷病届） 

 ※指定医療機関名 
 

※発行年月日 
 

※医療機関所在地 
 

※受理年月日 
 

利用者カナ氏名 
利用者氏名 

 

 

居住地 
 

世帯主氏名  現在受けて
いる扶助 

 

病状及び理由 
 

上記のとおり生活保護法による保護の変更を申請します。 

年 月 日 

住 所 

申請者 氏 名 

利用者との関係 

 訪問看護要否意見書（ ） 

※利用者氏名  ※生年月日  

主たる病名  訪問看護 
開始年月日 年

 

 

 

病状、治療状態 

（改善の見込み等） 
 

訪問看護見込期間 
か月 

日 

訪問看護 
見込回数 
（１週当たり） 

1 1 回  4 4 回以上 

2 2 回  5 その他 

3 3 回  （週 当たり 回） 

実施が適当と思われ
る訪問看護事業者 

所在地 
名 称 

上記のとおり訪問看護を（1 要する  2 要しない）と認めます。 

年   月   日 

指定医療機関の所在地及び名称 

指定医療機関の長又は開設者氏名 

※福祉事務所 

嘱託医意見 

1 訪問看護の要否（ア 要する  イ 要しない） 

2 訪問看護見込期間（ か月） 

3 訪問看護見込回数（1 週当たり 回（ 週当たり 回）） 

4 参考意見                       

年   月   日 

嘱託医              ○印  

（注意） ※印の欄は、福祉事務所で記入します。

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



第１２号様式及び第１３号様式を次のように改める。



第１２号様式（第３条関係） 

 

 

葬祭扶助申請書 

 

次のとおり生活保護法による葬祭扶助を受けたいので、証拠書類を添えて申請し

ます。  

 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

年 月 日 

住所 

 

 

氏名 

 

死亡者との関係 

 

 

 

記 

 

死 

者 

氏   名 
 

年  月  日生 

葬祭を行う

者との関係 

 

死 亡 

年月日 
年  月  日 死 亡 時 の  

住所又は居所 

 

葬祭予定日 年     月     日 

葬祭費 遺留金額 差 引 不 足 額   備   考 

    

 

 

 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



第１３号様式（第３条関係） 

 

 

給与証明書 

年   月   日   

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

住 所 

事業所（雇主） 

電話番号 

次のとおり証明します。 

氏 名 （ 歳） 職
務
内
容 

職
名
及
び 

 

居住地 
 

給 

与 

額 

基 本 給 円  

控 

除 

額 

所  得  税 円 

日 給 （ 日 分 ）  健 康 保 険 料  

家 族 手 当  厚 生 年 金 保 険 料    

地 域 手 当  雇 用 保 険 料  

手 当     

交通費     

    

    

    

    

小 計 （イ）  小 計 （ロ）  

差引支給額 （イ）－（ロ）  
摘 

要 

 

前２月の 

手取額 

月分 

月分 

（備考）事実と違ったことを証明した場合には、生活保護法第  85 条の規定によって処罰されることがありま

すから御注意  ください。   

年  月  日 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



第１５号様式から第２０号様式までを次のように改める。 

 



第１５号様式（第３条関係） 

 

 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

   年   月   日   

住所 

氏名 

 

生業計画書 

１ 生業計画の内容（誰が、いつ、どこで、どんな仕事をするか。） 

 

 

 

 

２ 生業に必要なものの品と金額 

 

 

 

 

３ 生業の見通し 

(１) 収入を上げ得る時期 

 

(２) 収入見込額 

 

(３) 収入を上げるために必要な材料代その他の費用 

 

(４) 利益 (２)から(３)を引いた額 

 

 

 

 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



第１６号様式（第４条関係） 
年  月  日 

 

 

 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

保護決定（変更）通知書 
 

記 

１ 保護の決定内容・認定年月日・決定した理由 
 

決定内容 認定年月日 決定した理由 

  
 

２ あなたの最低生活費及び保護の程度（今回決定した額） 

種類 生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 扶 助 扶 助 合計 ( a ) 

最低生活費 円 円 円 円 円 円 

収入充当額 円 円 円 円 円 円 

決定した額 円 円 円 円 円 円 

一時扶助 ( b ) 合 計 
(c=a+b) 種 類 

    
金 額 円 円 円 円 

 

 

支 給 区 分 
    

c の金額のうち別途送金額（福祉
事務所から関係機関へ代理納付
した金額又は法第７８条の２に
基づく費用徴収額） 

     費用徴収額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あなたが支払う金額 ※医療機関へ支払う場合は、１０円未満切り捨てとなります。 

本人支払額 円 

３ 支給日、支給方法、実際に支払われる金額及び返還額 

支給日 支給方法 実際に支払われる金額 返還額 

  
円 円 

４ 備考 

備考 

 

 

備考 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、三重県知事に

対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても

、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。  

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、鈴鹿市を被告として(訴訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長となります。)この決定の

取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であって

も、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

)。 

ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消し 

の訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求をした日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じら

れた場合にあっては、当該不備を補正した日)の 翌日から起算して50日(50日以内に行政不服審査法第43条第3項

の規定により通知を受けた場合は70日)を経過しても裁決がないとき。 

(２) 決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

３ 扶助金を受取るときにはこの通知書が必要ですから忘れないように持参してください。 

問合せ先 
担当員



第１７号様式（第４条関係） 
年  月  日 

 

 

 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

保護申請却下通知書 

 

年  月  日付けで申請された生活保護法による保護については、下記の理由で保

護できないため却下します。 

 

なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

三重県知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。)。 

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、鈴鹿市を被告として(訴訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長となりま

す。)この決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起

することができなくなります。)。 

ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の

取消しの訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求をした日(行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)第２３条の規定により不備を補正すべ

きことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して５０日(５０日以内に行

政不服審査法第４３条第３項の規定により通知を受けた場合は７０日)を経過しても裁決がないとき。 

(２) 決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

記 

１ 却下の理由 

 

 

 

２ この通知が申請後１４日を経過した理由 

 

 

 

問合せ先 

担当員 

 



第１８号様式（第４条関係） 
年  月  日 

 

 

 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

保護廃止（停止）決定通知書 

 

生活保護法による生活保護の廃止（停止）について、下記のとおり決定しましたので通知し

ます。 

記 

１ 停止する期間     年  月  日      年  月  日 

２ 廃止する期間     年  月  日 

３ 理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、三重県

知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります

。)。 

また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、鈴鹿市を被告として(訴訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長となりま

す。)この決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起

することができなくなります。)。 

ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の

取消しの訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求をした日(行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)第２３条の規定により不備を補正すべ

きことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して５０日(５０日以内に行

政不服審査法第４３条第３項の規定により通知を受けた場合は７０日)を経過しても裁決がないとき。 

(２) 決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

問合せ先 

担当員



第１９号様式（第５条関係） 
年  月  日交付 

 

検診命令書 

 
 
 
 
 
 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

 

下記により検診を受けてください。 

記 

１ 検診を受ける日時     年  月  日  時  分 

２ 検診を受ける場所  

３ 検診を行う医療機関の名称 

住所 

担当医師等氏名 

４ 検診理由 

 

 

５ 備考 

 

 

 

 

（ 注 意 ）   

１ 検診を受けるときは、この書類を持参してください。  

２ この検診命令は、生活保護法第２８条第１項の規定に基づくものです。 

３ この検診命令を受けないと、同条第５項の規定により、あなたの保護申請が却下さ

れ、又はあなたに対する保護が変更、停止若しくは廃止される場合があります。 

４ この検診命令について疑問がある場合には、福祉事務所に相談してください。 

 

問合せ先 

担当員 



第２０号様式（第６条関係） 
 
 
 

 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（依頼） 

保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第７７条又は第７８条の規

定の施行のために必要がありますので、法第２９条の規定に基づき、下記の事項について照会

します。 

なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期していま

すので念のため申し添えます。 

記 

回 答 期 限 年 月 日 

調査対象者  

      住 所 

旧住所１ 

旧住所２ 

旧住所３ 

旧住所４ 

旧住所５ 

氏名  カナ  旧姓  旧姓  カナ  性別  生年月日  

 

 

 

 

調査事項 

現在 

 
（参考）生活保護法 
第２９条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第７７条若しくは第７８条の規定の施行のた

めに必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国
民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第３条第２項に規定する共済組合等（次項において「共済組合等」という。）に対
し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報

告を求めることができる。 
(１) 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関

における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所

、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた 期間における事
項に限る。） 

(２) 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項（被保護者で

あつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間に
おける事項に限る。） 

２ 別表第１の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護

の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録し
た書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。 

第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実

施機関に提出しなければならない。ただし、当該申 請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りで
ない。 
(１)～(３)  （略） 

(４) 要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に
定める扶助の状況を含む。以下同じ。） 

(５)  （略） 

（参考２）生活保護法施行令 
第２条の２ 法第２９条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。 
 

問合せ先 

担当員 



第２４号様式から第２９号様式までを次のように改める。 

 



第２４号様式（第９条関係） 

 

年   月   日   

就労自立給付金申請書 

 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

申請者 住所又は居所 

氏名 

  個人番号   

 

下記のとおり、相違ありませんので、就労自立給付金の支給について必要書類を添えて申請

します。 

 

記 

 

１ 保護を必要としなくなった事由 

 

２ 添付書類 

 

３ 世帯構成員 

氏名 性別 生年月日 

  年  月  日 

           （  歳） 

  年  月  日 

           （  歳） 

  年  月  日 

 （  歳） 

  年  月  日 

 （  歳） 

  年  月  日 

 （  歳） 

  年  月  日 

 （  歳） 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



４ 公金受取口座の利用について（どちらか１つを選択してください。） 

□利用する     □利用しない 

※ 上記で「利用しない」を選択した場合は、原則、保護費の振込先口座へ給付金が振

り込まれます。 

なお、上記で「利用しない」を選択した場合で、かつ、保護費の振込先口座以外の

口座への振込みを希望する場合は、別途お申し出ください。 

  

 

 



第２５号様式（第１０条関係） 

就労自立給付金決定調書 
地 区 名 就 労 自 立 番 号  世帯員番号 世 帯 主 氏 名 支 払 方 法  決 定 内 容  決 定 年 月 日  

      令和  年  月  日 

起案年月日 令和  年  月  日 決裁年月日 令和  年  月  日 発送年月日  

決 

裁 

           

           

就労自立給付金決定伺 

調書 のと おり 決定 し例 文に より 通知 して よろ しい か。  

決定理由 

 

 

就 労 自 立 給 付 金 決 定 欄 

NO 名前 収入認定開始月 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 

算定対象月 

収入充当額 

積立額 

率 積立合計額 

  
令和  年  月 

             

  
令和  年  月 

             

  
令和  年  月 

             

  
令和  年  月 

             

  
令和  年  月 

             

 

 積立合計額は、各算定対象月の積立額を合算し、１円未満の端数を切り捨てた金額となります。 
 

積立総額  

  

世帯構成  

  

上限額  

  

  

  

支給額  
 



第２６号様式（第１１条関係） 
年  月  日 

 

 

 

鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

就労自立給付金決定通知書 

 

年  月  日付けで申請された生活保護法による就労自立給付金を、下記のとおり

決定したので通知します。 

記 

１ 支給額                 円 

２ 保護の廃止時期   令和  年  月  日 

３ 支給を決定した理由 

４ 就労自立給付金の支給日及び支給方法 

  支給年月日       支給方法 

  令和  年  月  日 

５ この決定通知が申請書受理後１４日を経過した理由 

 

 

 備考 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、三

重県知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができ

なくなります。）。 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、鈴鹿市を被告として（訴訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長と

なります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取

消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの

決定の取消しの訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求をした日（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２３条の規定により不備を補

正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日）の翌日から起算して５０日（５

０日以内に行政不服審査法第４３条第３項の規定により通知を受けた場合は７０日）を経過しても裁

決がないとき。 

(２) 決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ 就労自立給付金は、この通知を受けた日の属する年分の一時所得となりますが、一時所得には５０万円

の特別控除がありますので、他に生命保険の一時金など一時所得に該当する所得があり、５０万円の特別

控除をしてもなお残額がある場合に限り一時所得の金額が生じ、所得税及び個人住民税が課税されること

になります。 

 

問合せ先 

担当員



第２７号様式（第１２条関係） 

 

 

 

年   月   日  

 進学・就職準備給付金申請書 
 

（宛先）鈴鹿市社会福祉事務所長 

 

申請者           住所又は居所      

（進学する者又は就職する者）            

氏名          

個人番号 

 

進学・就職準備給付金の支給について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 記 

１ 世帯主の氏名             

２ 申請者の生年月日     年   月   日 

３ 進学・就職する先（大学名等、会社名等） 

名称                         

４ 進学・就職後の居住先（該当する□にチェックを入れてください。） 

□ 進学・就職前の住宅と同じ 

□ 転居により進学・就職前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。） 

居住（予定）地                           

５ 就職の場合、おおむね６月以上最低限度の生活を維持していくために必要な収入を得るこ

とができると見込まれる理由 

 

 

６ 関係書類   

(１) 進学の場合 

ア 入学手続に着手していることが確認できる書類として、以下のいずれか 

・入学金を納付したことを証明する書類の写し 

・入学金延納（進学後に納付すること。）を申請した書類の写し 

・入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学手続が 

完了したことを証明する書類等の写し 

イ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し 

ウ その他支給決定に当たり必要な書類 

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書や

賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでにこれ

らの書類を提出してください。 

(２) 就職の場合 

ア 就職する見込みであることが確認できる書類として、以下のいずれか 

・内定通知書、事業主の発行する就職証明書等 

・個人事業主の場合、個人事業の開業届の写し 

・その他確実に就職先に就職することを証する書類 

イ 就職に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し等 

ウ その他支給決定に当たり必要な書類 

福 祉 事 務 所 
受付日 月   日 



※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、就職先の内定通知書や賃貸借

契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、就職するまでにこれらの書類を提出

してください。 

７ 進学・就職準備給付金振込先（申請者名義の口座に限ります。） 

公金受取口座  □利用する     □利用しない 

※ この給付金においては公金受取口座登録制度が適用されますので、上記で「利用する」

を選択した場合は、本給付金振込先の記載及び通帳の写しなどの書類の添付は不要です。 

金融機関名                銀行・信用金庫・信用組合 

（該当する金融機関の種類に○をしてください。） 

支 店 名              支店（ゆうちょ銀行を除く。） 

記  号      支店（ゆうちょ銀行のみ記載） 

預 金 種 類 □ 普通預金 □ 当座預金 

（該当する□にチェックを入れてください。） 

口 座 番 号        （右に詰めてご記載ください。） 

（ カ  ナ ） 

口座名義人                    

※ 上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付してくださ

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２８号様式（第１３条関係） 

進学・就職準備給付金決定調書 

地 区 名 進学・就職給付番号 世帯員番号 世 帯 主 氏 名 対 象 者 氏 名  決 定 内 容  決 定 年 月 日  

       

決 

裁 

所  長 課  長 Ｇ Ｌ 指導員 担当員 起 案 年 月 日  決 裁 年 月 日  発 送 年 月 日  

        

進学・就職準備給付金決定伺 

調書 のと おり 決定 して よろ しい か。 なお 御決 裁の 上は 例文 によ り通 知し てよ ろし いか。  

進学・就職準備給付金決定欄 

 

支給額 
       円 
 
（進学先又は就職先） 
 
（進学後又は就職後の居住先） 

不支給の理由 

 

進学・就職準備給付金を支給する場合、支給日 

 

 



第２９号様式（第１４条関係） 

 
 
 

鈴鹿市社会福祉事務所長     印  
 

進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書 
 

生活保護法による進学・就職準備給付金について、下記のとおり決定しましたので通知しま

す。 
 

記 
 

１ 支給の可否 
 
 

２ 進学・就職準備給付金を支給する場合、支給額、支給日、通学区分 
   支給額 
   支給日 
 
   通学区分 

３ 不支給の場合、その理由 
 
 

４ この決定通知書が申請書受理後１４日を経過した理由 
 
 
 
 
 
 
備考 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、三
重県知事に対して審査請求をすることができます（ただし、処分があったことを知った日の翌日から３か
月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができませ
ん。）。 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、鈴鹿市を被告として（訴訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長
となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったことを知った日
の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
処分の取消しの訴えを提起することができません。）。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴え
を提起することができます。 
(１) 審査請求をした日（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２３条の規定により不備を補

正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日）の翌日から起算して５０日（５
０日以内に行政不服審査法第４３条第３項の規定により通知を受けた場合は７０日）を経過しても裁
決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ 進学・就職準備給付金は、所得税や個人住民税は課されず、国税や地方税の滞納処分による差押えは禁
止されています。



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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